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 （品目及び種別等の変更） 

第１４条 ピカラ光ねっと契約者は、当社に対し、ピカラ光ねっとの品目及び種別等の変更を請求するこ

とができます。 

２ 当社は、ピカラ光ねっと契約者が請求した品目の変更について、その請求内容が、ピカラ光ねっと契

約者が現在利用している品目よりも伝送速度が高速である品目に変更する場合に限り、その請求を受け

付けます。ただし、料金表に別段の定めがある場合、及び移転の請求により契約者回線等を移転した場

合の扱いは別記１（４－２）のとおりとします。 

３ 当社は、前項の請求があったときは、第１１条（ピカラ光ねっと申込みの承諾）の規定に準じて承諾

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（品目及び種別等の変更） 

第１４条 ピカラ光ねっと契約者は、当社に対し、ピカラ光ねっとの品目及び種別等の変更を請求するこ

とができます。 

２ 当社は、ピカラ光ねっと契約者が請求した品目の変更について、その請求内容が、ピカラ光ねっと契

約者が現在利用している品目よりも伝送速度が高速である品目に変更する場合に限り、その請求を受け

付けます。ただし、10Gb/s 品目から 1Gb/s品目への変更は、当該低速の品目への請求を受け付けます。

また、料金表に別段の定めがある場合、及び移転の請求により契約者回線等を移転した場合の扱いは別

記１（４－２）のとおりとします。 

３ 当社は、前項の請求があったときは、第１１条（ピカラ光ねっと申込みの承諾）の規定に準じて承諾

します。 

４ ピカラ光ねっと契約者は、第３５条（工事費の支払義務）の規定により、第１項の品目及び種別等の

変更に係る工事費用の支払いを要します。 
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（４－２）移転に係る品目の変更の取扱い 

当社は、契約者回線等の移転に係る品目の変更について、次のとおり取り扱います。 

提供区域名 品目   契約者回線等の移転に係る取扱い 

香
川

県 

 

ピカラ（香川）、 

ピカラさぬき市、 

ピカラ東かがわ 

 

ピカラMCB、 

100Ｍb/s 

1Ｇb/s 

 

契約者回線等の移転に係る品目の変

更について、移転前と同じ品目又は高

速の品目を選択できます。 

ただし、移転先の品目が移転前より低

速の品目しか選択できない場合は、当

該低速の品目を選択していただきま

す。 
愛

媛
県 

ピカラ（愛媛）、 

ピカラ愛媛CATV、 

ピカラUCAT、 

ピカラ西予、 

ピカラ東温･久万高原、 

ピカラ（宇和島市）、 

ピカラ ICK、 

ピカラ八西 

徳
島

県 

 

ピカラ（徳島） 

ピカラテレビあなん、 

ピカラKBC、 

ピカラ石井CATV、 

ピカラおえ 

 

ピカラMTC、 

ピカラ海部、 

ピカラエーアイ、 

ピカラ東阿波、 

高

知
県 

 

ピカラKCB、 

ピカラよさこい、 

ピカラ日高、 

ピカラSWAN 

 

ピカラ香南、 

ピカラ中芸、 

ピカラ中土佐、 

 

高
知
県 

ピカラゆすはら  100Ｍb/s 

香
川
県 

ピカラCVC  
10Ｍb/s 

100Ｍb/s 

1Ｇb/s 徳
島
県 

ピカラCUEtv  

香
川
県 

ピカラKBN  

1Ｇb/s 
徳

島
県 

ピカラなか、 

ピカラ鳴門、 

ピカラあわ、 

ピカラ ICN 

高

知
県 

ピカラおおとよ、 

ピカラおち 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４－２）移転に係る品目の変更の取扱い 

当社は、契約者回線等の移転に係る品目の変更について、次のとおり取り扱います。 

提供区域名 品目   契約者回線等の移転に係る取扱い 

香

川
県 

ピカラ（香川） 

 

100Mb/s 

1Gb/s 

10Gb/s 

 

契約者回線等の移転に係る品目の変更につ

いて、移転前と同じ品目又は高速の品目を

選択できます。 

ただし、10Gb/s 品目から 1Gb/s 品目への

変更を請求する場合は、当該低速の品目を

選択できます。 

また、移転先の品目が移転前より低速の品

目しか選択できない場合は、当該低速の品

目を選択していただきます。 

愛
媛

県 

ピカラ（愛媛） 

ピカラ愛媛CATV 

 

徳
島
県 

ピカラ（徳島） 

 

高

知
県 

ピカラKCB 

 

香
川

県 

 

ピカラさぬき市、 

ピカラ東かがわ 

 

ピカラMCB、 

100Ｍb/s 

1Gb/s 

 

契約者回線等の移転に係る品目の変更につ

いて、移転前と同じ品目又は高速の品目を

選択できます。 

ただし、移転先の品目が移転前より低速の

品目しか選択できない場合は、当該低速の

品目を選択していただきます。 

愛
媛
県 

ピカラ東温･久万高原、 

ピカラUCAT、 

ピカラ西予、 

ピカラ（宇和島市）、 

ピカラ ICK、 

ピカラ八西 

徳
島
県 

ピカラMTC、 

ピカラ海部、 

ピカラエーアイ、 

ピカラ東阿波、 

ピカラテレビあなん、 

ピカラKBC、 

ピカラ石井CATV、 

ピカラおえ 

高

知
県 

ピカラ香南、 

ピカラ中芸、 

ピカラ中土佐、 

ピカラよさこい、 

ピカラ日高、 

ピカラSWAN 

高
知

県 
ピカラゆすはら  100Ｍb/s 

香
川

県 
ピカラCVC  

10Ｍb/s 

100Ｍb/s 

1Gb/s 徳
島

県 
ピカラCUEtv  

香
川

県 
ピカラKBN  

1Gb/s 
徳
島

県 

ピカラなか、 

ピカラ鳴門、 

ピカラあわ、 

ピカラ ICN 

高
知

県 

ピカラおおとよ、 

ピカラおち 
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（５）ピカラ光ねっとにおける基本的な技術的事項 

品目 インタフェース条件 

10Mb/s 
IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 
100Mb/s 

1Gb/s 
IEEE802.3 準拠 1000BASE-T 又は 100BASE-TX 又は 

10BASE-T(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ピカラ光ねっとにおける基本的な技術的事項 

品目 インタフェース条件 

10Mb/s 
IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 
100Mb/s 

1Gb/s 
IEEE802.3 準拠 1000BASE-T、100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 

10Gb/s 
IEEE802.3 準拠 10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 
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 第１表 料金 

第１ 利用料金 

１ 適用 

（１）品目及び種別等に係る料金の適用 

ア ピカラ光ねっとには次の品目があります。 

品 目 内 容 

1Gb/s 最大1Gbit/s の符号伝送が可能なもの。 

100Mb/s  最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの。  

10Mb/s 最大10Mbit/sの符号伝送が可能なもの。 

 

イ ピカラ光ねっとには、次表のとおり提供の形態による区別及び種別があります。  

Ａ 提供の形態による区別 

区 別 内 容 

メニュー１ 
（ピカラ光ねっと） 

メニュー２以外のもの。 

メニュー２ 
（ピカラ光らいと） 

情報量に応じた加算額の支払いを要するもの。 

  

Ｂ 提供の形態による種別 

種 別 内 容 

プラン１ 
（ホーム） 

タイプⅠ メニュー１のもので、プラン２以外のもの。 

プラン２ 
（マンション） 

 

プラン２－１ 
(オール光タイプ) 

 

メニュー１のもので、当社が契約者グループ（当社が指定する同一の構内又

は建物内に終端がある契約者回線等に係る契約者からなるグループをいい

ます。以下この表において同じとします。）を設定して提供するもののうち、

建物の共用部分に分岐装置を設置し、それぞれの契約者回線等ごとに回線終

端装置を設置するもの。 

ただし、加入者回線を使用する場合においては、建物の共用部分の設備等は

特定協定事業者が設置します。 

プラン２－２Ｂ 
(ﾏﾝｼｮﾝﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗﾝ 

LAN タイプ) 

メニュー１のもので、当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、

集合住宅内の配線が当社設備の配線を用いてＬＡＮ方式で提供するもの 

プラン３ 
プラン３－１ 
（ホーム） 

メニュー２のもので、プラン３－２以外のもの 

プラン３－２ 
(マンション  
オール光タイプ） 
 

メニュー２のもので、当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、

建物の共用部分に分岐装置を設置し、それぞれの契約者回線等ごとに回線終

端装置を設置するもの 

ただし、加入者回線を使用する場合においては、建物の共用部分の設備等は

特定協定事業者が設置します。 

備考 

１ 契約者グループには、プラン２－１とプラン２－２B を同時に適用することはできません。 

  なお、プラン２－１とプラン３－２を同時に適用します。 

２ 1Gb/s 品目は、プラン１及びプラン２-１に限り提供し、プラン２－２B、プラン３には、提供しません。 

３ 1Gb/s 品目から 100Mb/s 品目への変更は、プラン１、プラン２－１からプラン３に変更する場合に限ります。 

４ 10Mb/s 品目は、プラン１及びプラン２－１に限り提供します。 

 

 

第１表 料金 

第１ 利用料金 

１ 適用 

（１）品目及び種別等に係る料金の適用 

ア ピカラ光ねっとには次の品目があります。 

品 目 内 容 

10Gb/s 最大10Gbit/s の符号伝送が可能なもの。 

1Gb/s 最大1Gbit/s の符号伝送が可能なもの。 

100Mb/s  最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの。  

10Mb/s 最大10Mbit/sの符号伝送が可能なもの。 

 

イ ピカラ光ねっとには、次表のとおり提供の形態による区別及び種別があります。  

Ａ 提供の形態による区別 

区 別 内 容 

メニュー１ 
（ピカラ光ねっと） 

メニュー２以外のもの。 

メニュー２ 
（ピカラ光らいと） 

情報量に応じた加算額の支払いを要するもの。 

  

Ｂ 提供の形態による種別 

種 別 内 容 

プラン１ 
（ホーム） 

タイプⅠ メニュー１のもので、プラン２以外のもの。 

プラン２ 
（マンション） 

 

プラン２－１ 
(オール光タイプ) 

 

メニュー１のもので、当社が契約者グループ（当社が指定する同一の構内又

は建物内に終端がある契約者回線等に係る契約者からなるグループをいい

ます。以下この表において同じとします。）を設定して提供するもののうち、

建物の共用部分に分岐装置を設置し、それぞれの契約者回線等ごとに回線終

端装置を設置するもの。 

ただし、加入者回線を使用する場合においては、建物の共用部分の設備等は

特定協定事業者が設置します。 

プラン２－２Ｂ 
(ﾏﾝｼｮﾝﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗﾝ 

LAN タイプ) 

メニュー１のもので、当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、

集合住宅内の配線が当社設備の配線を用いてＬＡＮ方式で提供するもの 

プラン３ 
プラン３－１ 
（ホーム） 

メニュー２のもので、プラン３－２以外のもの 

プラン３－２ 
(マンション  
オール光タイプ） 
 

メニュー２のもので、当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、

建物の共用部分に分岐装置を設置し、それぞれの契約者回線等ごとに回線終

端装置を設置するもの 

ただし、加入者回線を使用する場合においては、建物の共用部分の設備等は

特定協定事業者が設置します。 

備考 

１ 契約者グループには、プラン２－１とプラン２－２B を同時に適用することはできません。 

  なお、プラン２－１とプラン３－２を同時に適用します。 

２ 10Gb/s 及び1Gb/s 品目は、プラン１及びプラン２-１に限り提供し、プラン２－２B、プラン３には、提供しません。 

３ 10Gb/s 及び1Gb/s 品目から100Mb/s 品目への変更は、プラン１、プラン２－１からプラン３に変更する場合に限

ります。 

４ 10Mb/s 品目は、プラン１及びプラン２－１に限り提供します。 
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ウ ピカラ光ねっとには、次のとおり通信の態様があります。 

  Ａ 当社が提供する IPアドレス 

１の契約者回線等ごとに提供する動的グローバルIPアドレスの数は１とします。 

 

Ｂ 通信プロトコルによる区別 

区 別 内 容 

IPv4 通信に IPv4プロトコルを利用するもの 

デュアルスタック 通信に IPv4プロトコル及び IPv6プロトコルを利用するもの 

備考 

１ デュアルスタックは、次のすべての提供条件を満たす場合に限り提供します。 

・メニュー１(ピカラ光ねっと)の品目が1Gb/s 又はメニュー２(ピカラ光らいと)のもの 

・料金表に定める無線ＬＡＮ対応ルータ機能を利用している 

２ デュアルスタックの、IPv4 プロトコル及び IPv6 プロトコルに係るアドレスの付与等については、当社が別に定め

るところによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ピカラ光ねっとには、次のとおり通信の態様があります。 

 Ａ 当社が提供する IPアドレス 

１の契約者回線等ごとに提供する動的グローバルIPアドレスの数は１とします。 

 

Ｂ 通信プロトコルによる区別 

区 別 内 容 

IPv4 通信に IPv4プロトコルを利用するもの 

デュアルスタック 通信に IPv4プロトコル及び IPv6プロトコルを利用するもの 

備考 

１ デュアルスタックは、次のすべての提供条件を満たす場合に限り提供します。 

・メニュー１(ピカラ光ねっと)の品目が10Gb/s、1Gb/s 又はメニュー２(ピカラ光らいと)のもの 

・料金表に定める無線ＬＡＮ対応ルータ機能を利用している 

２ デュアルスタックの、IPv4 プロトコル及び IPv6 プロトコルに係るアドレスの付与等については、当社が別に定める

ところによります。 
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 (２)最低利用期間内にピカラ光ねっと契約の解除等があった場合の料金の適用 

ア ピカラ光ねっとには次表に定める最低利用期間があります。 

区 分 最低利用期間 

1Gb/s 2 年間 

100Mb/s (ﾌﾟﾗﾝ 2-2B [ﾏﾝｼｮﾝﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗﾝ LAN ﾀｲﾌﾟ]のもの) 1 年間 

100Mb/s 

(ﾌﾟﾗﾝ 2-2B 
[ﾏﾝｼｮﾝﾊﾞﾘｭｰ
ﾌﾟﾗﾝLANﾀ
ｲﾌﾟ]以外の
もの) 

提供区域名 申込時期 最低利用期間 

・ピカラさぬき市 

・ピカラおえ 

・ピカラなか 

・ピカラ東阿波 

・ピカラＳＷＡＮ 

・ピカラ中土佐 

－ 2 年間 

・ピカラ東かがわ 

・ピカラＵＣＡＴ［エリア区分（２）］ 

・ピカラ西予 

・ピカラ八西 

・ピカラ海部 

・ピカラゆすはら 

・ピカラ香南 

・ピカラ日高 

・ピカラ中芸 

－ 1 年間 

・ピカラ（香川）、ピカラ（愛媛）、ピカラ（徳

島） 

・ピカラＭＣＢ 

・ピカラ愛媛ＣＡＴＶ 

・ピカラＵＣＡＴ［エリア区分（１）］ 

・ピカラ（宇和島市） 

・ピカラＩＣＫ 

・ピカラＣＵＥtv 

・ピカラテレビあなん［エリア区分（１）］ 

・ピカラＭＴＣ［エリア区分（１）］ 

・ピカラＫＢＣ 

・ピカラ石井ＣＡＴＶ 

・ピカラエーアイ 

・ピカラよさこい 

2012年1月1日以降 2 年間 

2011 年 12 月 31 日より以

前 
１年間 

・ピカラＣＶＣ 
2012年6月1日以降 2 年間 

2012年5月31日より以前 1 年間 

・ピカラテレビあなん［エリア区分（２）］ 

・ピカラＭＴＣ［エリア区分（２）］ 

2013年8月1日以降 2 年間 

2013年7月31日より以前 1 年間 

10Mb/s 

・ピカラＣＵＥｔｖ 

2012年1月1日以降 2 年間 

2011 年 12 月 31 日より以

前 
1 年間 

 

 

 

(２)最低利用期間内にピカラ光ねっと契約の解除等があった場合の料金の適用 

ア ピカラ光ねっとには次表に定める最低利用期間があります。 

区 分 最低利用期間 

10Gb/s 

1Gb/s 
2 年間 

100Mb/s (ﾌﾟﾗﾝ 2-2B [ﾏﾝｼｮﾝﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗﾝ LAN ﾀｲﾌﾟ]のもの) 1 年間 

100Mb/s 

(ﾌﾟﾗﾝ 2-2B 
[ﾏﾝｼｮﾝﾊﾞﾘｭｰ
ﾌﾟﾗﾝLANﾀ
ｲﾌﾟ]以外の
もの) 

提供区域名 申込時期 最低利用期間 

・ピカラさぬき市 

・ピカラおえ 

・ピカラなか 

・ピカラ東阿波 

・ピカラＳＷＡＮ 

・ピカラ中土佐 

－ 2 年間 

・ピカラ東かがわ 

・ピカラＵＣＡＴ［エリア区分（２）］ 

・ピカラ西予 

・ピカラ八西 

・ピカラ海部 

・ピカラゆすはら 

・ピカラ香南 

・ピカラ日高 

・ピカラ中芸 

－ 1 年間 

・ピカラ（香川）、ピカラ（愛媛）、ピカラ（徳

島） 

・ピカラＭＣＢ 

・ピカラ愛媛ＣＡＴＶ 

・ピカラＵＣＡＴ［エリア区分（１）］ 

・ピカラ（宇和島市） 

・ピカラＩＣＫ 

・ピカラＣＵＥtv 

・ピカラテレビあなん［エリア区分（１）］ 

・ピカラＭＴＣ［エリア区分（１）］ 

・ピカラＫＢＣ 

・ピカラ石井ＣＡＴＶ 

・ピカラエーアイ 

・ピカラよさこい 

2012年1月1日以降 2 年間 

2011 年 12 月 31 日より以

前 
１年間 

・ピカラＣＶＣ 
2012年6月1日以降 2 年間 

2012年5月31日より以前 1 年間 

・ピカラテレビあなん［エリア区分（２）］ 

・ピカラＭＴＣ［エリア区分（２）］ 

2013年8月1日以降 2 年間 

2013年7月31日より以前 1 年間 

10Mb/s 

・ピカラＣＵＥｔｖ 

2012年1月1日以降 2 年間 

2011 年 12 月 31 日より以

前 
1 年間 
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 イ ピカラ光ねっと契約者は、アの最低利用期間内にピカラ光ねっと契約の解除があった場合は、第１３

条（最低利用期間）の規定により、次表に規定する解約金を一括して支払っていただきます。ただし、

同条第２項ただし書きに該当する場合及びウに該当する場合は除きます。なお、初期提供開始日から解

除までの期間は、月単位での計算とします。 

区 分 
解約金 

料金額（税込） 
[１契約者回線等ごと] 品目 提供区域名 申込時期 

初期提供開始日から
解除までの期間 

1Gb/s  

・ピカラ（香川） 

・ピカラ（愛媛） 

・ピカラ（徳島） 

・ピカラＫＣＢ 

 

2012年1月１日 

以降 

１５ヶ月以内 
35,000 円 

（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

 

2011年12月31日 

より以前 

１５ヶ月以内 
30,000 円 

（税込 33,000 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

5,000 円 
（税込 5,500 円） 

 

・ピカラＣＶＣ 

 

2012年6月1日 

以降 

１５ヶ月以内 
35,000 円 

（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

2011年4月1日～ 

2012年5月31日 
１１ヶ月以内 

30,000 円 
（税込 33,000 円） 

2011年3月31日 

より以前 
－ 

残余の期間に対応する 
利用料金に相当する額 

 

・ピカラ愛媛ＣＡＴＶ 

・ピカラＣＵＥｔｖ 

・ピカラテレビあなん 

・ピカラＭＴＣ 

・ピカラＫＢＣ 

・ピカラ石井ＣＡＴＶ 

・ピカラエーアイ 

・ピカラおえ 

 

2012年1月1日 

以降 

１５ヶ月以内 
35,000 円 

（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

 

2011年12月31日 

より以前 

１５ヶ月以内 
30,000 円 

（税込 33,000 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

5,000 円 
（税込 5,500 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ピカラ光ねっと契約者は、アの最低利用期間内にピカラ光ねっと契約の解除があった場合は、第１３

条（最低利用期間）の規定により、次表に規定する解約金を一括して支払っていただきます。ただし、

同条第２項ただし書きに該当する場合及びウに該当する場合は除きます。なお、初期提供開始日から解

除までの期間は、月単位での計算とします。 

区 分 解約金 
料金額（税込） 

[１契約者回線等ごと] 品目 提供区域名 申込時期 
初期提供開始日から
解除までの期間 

10Gb/s ・ピカラ（香川） 

・ピカラ（愛媛） 

・ピカラ愛媛CATV 

・ピカラ（徳島） 

・ピカラＫＣＢ 

 

2022年2月1日 

以降 
１５ヶ月以内 

35,000 円 
（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

1Gb/s  

・ピカラ（香川） 

・ピカラ（愛媛） 

・ピカラ（徳島） 

・ピカラＫＣＢ 

 

2012年1月１日 

以降 

１５ヶ月以内 
35,000 円 

（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

 

2011年12月31日 

より以前 

１５ヶ月以内 
30,000 円 

（税込 33,000 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

5,000 円 
（税込 5,500 円） 

 

・ピカラＣＶＣ 

 

2012年6月1日 

以降 

１５ヶ月以内 
35,000 円 

（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

2011年4月1日～ 

2012年5月31日 
１１ヶ月以内 

30,000 円 
（税込 33,000 円） 

2011年3月31日 

より以前 
－ 

残余の期間に対応する 
利用料金に相当する額 

 

・ピカラ愛媛ＣＡＴＶ 

・ピカラＣＵＥｔｖ 

・ピカラテレビあなん 

・ピカラＭＴＣ 

・ピカラＫＢＣ 

・ピカラ石井ＣＡＴＶ 

・ピカラエーアイ 

・ピカラおえ 

 

2012年1月1日 

以降 

１５ヶ月以内 
35,000 円 

（税込 38,500 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

10,000 円 
（税込 11,000 円） 

 

2011年12月31日 

より以前 

１５ヶ月以内 
30,000 円 

（税込 33,000 円） 

１６ヶ月以上 

２３ヶ月以内 

5,000 円 
（税込 5,500 円） 
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 （９）ピカラ光ねっとの品目及び種別の適用 

   当社は、別記１（１）に定める提供区域に対して、次表のとおりピカラ光ねっとの品目及びﾒﾆｭｰを 

提供します。 

（〇 提供中、－ 提供外） 

地

域 
提供区域名 

提供する区別及び種別 
長期 
契約 
割引 

ﾒﾆｭｰ 1 ﾒﾆｭｰ 2 

ﾌﾟﾗﾝ 1 
(ﾎｰﾑ)  

ﾌﾟﾗﾝ 2 (ﾏﾝｼｮﾝ) ﾌﾟﾗﾝ 3 
2-1 

(ｵｰﾙ光) 
2-2B 

(ﾊﾞﾘｭｰ) 
３-1 
(ﾎｰﾑ) 

３-2 
(ｵｰﾙ光) 

1Gb/s 
100Mb/s 
ほか 1Gb/s 

100Mb/s 
ほか 1Gb/s 100Mb/s 100Mb/s 100Mb/s  

香

川

県 

ピカラ（香川）※1 〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラさぬき市 〇 － － － － － 〇 － 〇 

ピカラCVC ※2 〇 〇※4 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇※5 

ピカラMCB  〇 〇※3 － － － － 〇 － 〇 

ピカラ東かがわ 〇 〇※3 － － － － － － 〇※6 

ピカラKBN  〇 － 〇 － － － － － 〇 

愛

媛

県 

ピカラ（愛媛） 〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラ愛媛CATV  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラ東温･久万高原 〇 － － － － － － － 〇 

ピカラUCAT  〇 〇※3 － － － － － － 〇※5 

ピカラ (宇和島市) 〇 〇※3 － － － － － － 〇 

ピカラICK  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラ西予 〇 〇※3 － － － － － 〇 〇※6 

ピカラ八西 〇 〇※3 － － － － － － 〇※6 

徳

島

県 

ピカラ（徳島） 〇 〇※3 〇 〇※3 － 〇 〇 〇 〇 

ピカラCUEtv  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラテレビあなん 〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇※5 

ピカラMTC  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇※5 

ピカラKBC  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラ海部 〇 〇※3 － － － － －  〇※6 

ピカラ石井CATV  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラエーアイ 〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラおえ 〇 〇※3 － － － － 〇 － 〇 

ピカラなか 〇 － － － － － － － 〇※6 

ピカラ東阿波 〇 〇※3 － － － － 〇 － 〇 

ピカラ鳴門 〇 － 〇 － － － － － 〇 

ピカラあわ 〇 － － － － － － － 〇 

ピカラICN  〇 － － － － － － － 〇 

高

知 

県 

ピカラKCB  〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラよさこい 〇 〇※3 〇 〇※3 － － 〇 〇 〇 

ピカラゆすはら － 〇 － － － － － － 〇※6 

ピカラ香南 〇 － － － － － － － 〇※6 

ピカラ日高 〇 〇※3 － － － － － － 〇※6 

ピカラ中芸 〇 〇※3 － － － － － － 〇※6 

ピカラSWAN  〇 － － － － － 〇 － 〇 

ピカラ中土佐 〇 － － － － － 〇 － 〇 

ピカラおおとよ 〇 － － － － － － － 〇※6 

ピカラおち 〇 － － － － － － － 〇※6 

（９）ピカラ光ねっとの品目及び種別の適用 

  当社は、別記１（１）に定める提供区域に対して、次表のとおりピカラ光ねっとの品目及びﾒﾆｭｰを 

提供します。 

（〇 提供中、－ 提供外） 

地

域 
提供区域名 

提供する区別及び種別 
長期 
契約 
割引 

ﾒﾆｭｰ 1 ﾒﾆｭｰ 2 

ﾌﾟﾗﾝ 1 
(ﾎｰﾑ) 

ﾌﾟﾗﾝ 2 (ﾏﾝｼｮﾝ) ﾌﾟﾗﾝ 3 
2-1 

(ｵｰﾙ光) 
2-2B 

(ﾊﾞﾘｭｰ) 
３-1 
(ﾎｰﾑ) 

３-2 
(ｵｰﾙ光) 

10Gb/s 1Gb/s 
100Mb/s 
ほか 10Gb/s 1Gb/s 

100Mb/s 
ほか 1Gb/s 100Mb/s 100Mb/s 100Mb/s  

香

川

県 

ピカラ（香川）※1 〇※3 〇 〇※4 〇※3 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラさぬき市 ― 〇 － ― － － － － 〇 － 〇 

ピカラCVC ※2 ― 〇 〇※5 ― 〇 〇※5 － － 〇 〇 〇※6 

ピカラMCB  ― 〇 〇※4 ― － － － － 〇 － 〇 

ピカラ東かがわ ― 〇 〇※4 ― － － － － － － 〇※7 

ピカラKBN  ― 〇 － ― 〇 － － － － － 〇 

愛

媛

県 

ピカラ（愛媛） 〇 〇 〇※4 〇 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラ愛媛CATV  〇 〇 〇※4 〇 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラ東温･久万高原 ― 〇 － ― － － － － － － 〇 

ピカラUCAT  ― 〇 〇※4 ― － － － － － － 〇※6 

ピカラ (宇和島市) ― 〇 〇※4 ― － － － － － － 〇 

ピカラICK  ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラ西予 ― 〇 〇※4 ― － － － － － 〇 〇※7 

ピカラ八西 ― 〇 〇※4 ― － － － － － － 〇※7 

徳

島

県 

ピカラ（徳島） 〇 〇 〇※4 〇 〇 〇※4 － 〇 〇 〇 〇 

ピカラCUEtv  ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラテレビあなん ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇※6 

ピカラMTC  ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇※6 

ピカラKBC  ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラ海部 ― 〇 〇※4 ― － － － － －  〇※7 

ピカラ石井CATV  ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラエーアイ ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラおえ ― 〇 〇※4 ― － － － － 〇 － 〇 

ピカラなか ― 〇 － ― － － － － － － 〇※7 

ピカラ東阿波 ― 〇 〇※4 ― － － － － 〇 － 〇 

ピカラ鳴門 ― 〇 － ― 〇 － － － － － 〇 

ピカラあわ ― 〇 － ― － － － － － － 〇 

ピカラICN  ー 〇 － ー － － － － － － 〇 

高

知 

県 

ピカラKCB  〇 〇 〇※4 〇 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラよさこい ― 〇 〇※4 ― 〇 〇※4 － － 〇 〇 〇 

ピカラゆすはら ― － 〇 ― － － － － － － 〇※7 

ピカラ香南 ― 〇 － ― － － － － － － 〇※7 

ピカラ日高 ― 〇 〇※4 ― － － － － － － 〇※7 

ピカラ中芸 ― 〇 〇※4 ― － － － － － － 〇※7 

ピカラSWAN  ― 〇 － ― － － － － 〇 － 〇 

ピカラ中土佐 ― 〇 － ― － － － － 〇 － 〇 

ピカラおおとよ ― 〇 － ― － － － － － － 〇※7 

ピカラおち ― 〇 － ― － － － － － － 〇※7 
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※1: ピカラ（香川）の木田郡（三木町）については、プラン 1（ホーム）のみ提供します。 

※2: ピカラ CVCのプラン２及びプラン３の提供は、エリア区分（１）に限り提供します。 

※3: ﾒﾆｭｰ１100Mb/s品目のみ提供（2014年 7月 31日にて新規受付を停止。） 

※4: 100Mb/sに加え 10Mb/s品目の提供（ただし、10Mb/s品目の提供はピカラ CVC［エリア区分（１）］に

限ります。） 

※5: ピカラ CVC、ピカラ UCAT、ピカラテレビあなん、ピカラ MTCにおいては、エリア区分（１）（ただし、

ピカラ CVCは 1Gb/s品目に限ります。）に限り、長期契約割引の全てのコースを提供します。エリア区分

（２）は長期契約割引のうちでんきといっしょ割コースの種別プラン１のみ提供します。 (６)長期契約

割引の適用 エ及びコの規定によりでんきといっしょ割コースを適用できない場合は、長期契約割引を廃

止します。 

※6: 長期契約割引のうちでんきといっしょ割コースの種別プラン１のみ提供します。 (６)長期契約割引の

適用 エ及びコの規定によりでんきといっしょ割コースを適用できない場合は、長期契約割引を廃止しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1: ピカラ（香川）の木田郡（三木町）については、プラン 1（ホーム）のみ提供します。 

※2: ピカラ CVCのプラン２及びプラン３の提供は、エリア区分（１）に限り提供します。 

※3: 10Gb/s品目は、ピカラ（香川）の高松市に限り提供します。 

※4: ﾒﾆｭｰ１100Mb/s品目のみ提供（2014年 7月 31日にて新規受付を停止。） 

※5: 100Mb/sに加え 10Mb/s 品目の提供（ただし、10Mb/s品目の提供はピカラ CVC［エリア区分（１）］に

限ります。） 

※6: ピカラ CVC、ピカラ UCAT、ピカラテレビあなん、ピカラ MTCにおいては、エリア区分（１）（ただし、

ピカラ CVCは 1Gb/s品目に限ります。）に限り、長期契約割引の全てのコースを提供します。エリア区

分（２）は長期契約割引のうちでんきといっしょ割コースの種別プラン１のみ提供します。 (６)長期契

約割引の適用 エ及びコの規定によりでんきといっしょ割コースを適用できない場合は、長期契約割引を

廃止します。 

※7: 長期契約割引のうちでんきといっしょ割コースの種別プラン１のみ提供します。 (６)長期契約割引の

適用 エ及びコの規定によりでんきといっしょ割コースを適用できない場合は、長期契約割引を廃止しま

す。 
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２ 料金額 

２－１ 定額利用料 

２－１－１ 基本額 

料金種別 
料金額[月額]（税込） 
[１契約者回線等ごと]  

プラン１に係るもの 
（回線終端装置の使用に 
係る利用料を含みます。） 

プラン１ 
(ホーム) タイプⅠ 

1Gb/s,100Mb/s品目 5,200 円（税込 5,720 円） 

1Gb/s,100Mb/s品目 

(ピカラ西予に限ります) 
5,700 円（税込 6,270 円） 

10Mb/s品目 4,800 円（税込 5,280 円） 

プラン２に係るもの 
（回線終端装置の使用に 
係る利用料を含みます。） 

プラン２－１ 
（マンションオール光タイプ） 

1Gb/s,100Mb/s品目 4,000 円（税込 4,400 円） 

10Mb/s品目 4,800 円（税込 5,280 円） 

プラン２－２Ｂ 
（マンションバリュープランＬＡＮタイプ） 2,500 円（税込 2,750 円） 

プラン３に係るもの 
（回線終端装置の使用に 
係る利用料を含みます。） 

プラン３－１ 
（ホーム） 3,000 円（税込 3,300 円） 

プラン３－２ 
（マンション オール光タイプ） 3,000 円（税込 3,300 円） 

備考 

１ 通信の接続は同時に１つまでとしていただきます。 

２ 別記１（１）に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン１(ホーム) タイプⅠ(1Gb/s,100Mb/s品目)の

料金額は、２－１－１ 基本額から1,100円を減額し、4,100円（税込4,510円）とします。 

・ピカラＣＶＣ［エリア区分（２）］、ピカラ東かがわ 

・ピカラＵＣＡＴ［エリア区分（２）］、ピカラ八西 

・ピカラテレビあなん［エリア区分（２）］、ピカラＭＴＣ［エリア区分（２）］、ピカラ海部、ピカラなか 

・ピカラゆすはら、ピカラ香南、ピカラ日高、ピカラ中芸、ピカラおおとよ、ピカラおち 

３ 別記１（１）に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン１(ホーム) タイプⅠ(1Gb/s,100Mb/s品目)の

料金額は、２－１－１ 基本額から 1,200円を減額し、4,500円（税込4,950円）とします。 

 ・ピカラ西予 

４ 別記１（１）に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン１(ホーム) タイプⅠ(100Mb/s,10Mb/s 品目)

の料金額は、以下のとおりとします。 

・ピカラＣＶＣ［エリア区分（１）］ 

【100Mb/s品目】プラン１について、２－１－１ 基本額から500円を減額し、4,700円（税込5,170円）とします。 

【10Mb/s品目】プラン１及びプラン２について、２－１－１ 基本額から600円を減額し、4,200円（税込4,620円）

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

２－１ 定額利用料 

２－１－１ 基本額 

料金種別 
料金額[月額]（税込） 
[１契約者回線等ごと]  

プラン１に係るもの 
（回線終端装置の使用に 
係る利用料を含みます。） 

プラン１ 
(ホーム) タイプⅠ 

10Gb/s品目 6,700 円（税込 7,370 円） 

1Gb/s,100Mb/s品目 5,200 円（税込 5,720 円） 

1Gb/s,100Mb/s品目 

(ピカラ西予に限ります) 
5,700 円（税込 6,270 円） 

10Mb/s品目 4,800 円（税込 5,280 円） 

プラン２に係るもの 
（回線終端装置の使用に 
係る利用料を含みます。） プラン２－１ 

（マンションオール光タイプ） 

10Gb/s品目 5,500 円（税込 6,050 円） 

1Gb/s,100Mb/s品目 4,000 円（税込 4,400 円） 

10Mb/s品目 4,800 円（税込 5,280 円） 

プラン２－２Ｂ 
（マンションバリュープランＬＡＮタイプ） 2,500 円（税込 2,750 円） 

プラン３に係るもの 
（回線終端装置の使用に 
係る利用料を含みます。） 

プラン３－１ 
（ホーム） 3,000 円（税込 3,300 円） 

プラン３－２ 
（マンション オール光タイプ） 3,000 円（税込 3,300 円） 

備考 

１ 通信の接続は同時に１つまでとしていただきます。 

２ 別記１（１）に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン１(ホーム) タイプⅠ(1Gb/s,100Mb/s品目)の

料金額は、２－１－１ 基本額から1,100円を減額し、4,100円（税込4,510円）とします。 

・ピカラＣＶＣ［エリア区分（２）］、ピカラ東かがわ 

・ピカラＵＣＡＴ［エリア区分（２）］、ピカラ八西 

・ピカラテレビあなん［エリア区分（２）］、ピカラＭＴＣ［エリア区分（２）］、ピカラ海部、ピカラなか 

・ピカラゆすはら、ピカラ香南、ピカラ日高、ピカラ中芸、ピカラおおとよ、ピカラおち 

３ 別記１（１）に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン１(ホーム) タイプⅠ(1Gb/s,100Mb/s品目)の

料金額は、２－１－１ 基本額から 1,200円を減額し、4,500円（税込4,950円）とします。 

 ・ピカラ西予 

４ 別記１（１）に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン１(ホーム) タイプⅠ(100Mb/s,10Mb/s 品目)

の料金額は、以下のとおりとします。 

・ピカラＣＶＣ［エリア区分（１）］ 

【100Mb/s品目】プラン１について、２－１－１ 基本額から500円を減額し、4,700円（税込5,170円）とします。 

【10Mb/s品目】プラン１及びプラン２について、２－１－１ 基本額から600円を減額し、4,200円（税込4,620円）

とします。 
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区分 種類 単位 料金額[月額]（税込） 

標準付加

機能 

 

ただし、

一部任意

付加機能

がありま

す。 

５ 無線ＬＡＮ対応 

ルータ機能 

 

 

５ 無線ＬＡＮ対応ルータ

機能とは、契約者回線等の終

端に接続する無線 LAN ルー

タによる複数台の自営端末設

備を有線ＬＡＮ又は無線ＬＡ

Ｎでインターネットプロトコル

を伝送交換するピカラ光でん

わ契約者向けの機能をいい

ます。 

 

基本額 

 
ピカラ光でんわ 
を利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）ピカラ光でんわ 

については、別途、 
ピカラ光でんわ契約 
が必要です 

「1Gb/s」 

１の機

器ごと 
無料 

「100Mb/s」 
(ﾌﾟﾗﾝ 2-2B) 

「100Mb/s」 
(ﾌﾟﾗﾝ 2-2B以外) 

１の機

器ごと 

200 円 
（税込 220 円） 

内容 

ア 当社は、品目が 1Gb/s 又は 100Mb/s（ただし、プラン 2-2B に限ります。）のピカラ光ねっと契約者に、１の契約者回線

等につき１の機能を提供します。 

イ 品目が100Mb/s（ただし、プラン2-2Bを除きます。）のピカラ光ねっと契約者は、無線ＬＡＮ対応ルータ機能の利用を請

求することができます。 

ウ 本機能は、当社がピカラ光でんわ契約者に対して設置する無線ＬＡＮ対応ルータ機能を有する光電話アダプタ又は無線

LAN対応ルータにより提供します（ピカラ光ねっとのみ利用している場合は、別途、ピカラ光でんわ契約が必要となります）。

また、「10Mb/s」の品目を利用している場合、ピカラ光でんわを提供していない提供区域については本機能は提供しません。 

エ 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により本機能が正常に利用できなくなった場合、当社の責任において

修理又は取替え等の対応を行うものとします。 

オ ピカラ光ねっと契約者は、本機能の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。 

カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。 

キ 本機能におけるその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 種類 単位 料金額[月額]（税込） 

標準付加

機能 

 

ただし、

一部任意

付加機能

がありま

す。 

５ 無線ＬＡＮ対応 

ルータ機能 

 

 

５ 無線ＬＡＮ対応ルータ

機能とは、契約者回線等の終

端に接続する無線 LAN ルー

タによる複数台の自営端末設

備を有線ＬＡＮ又は無線ＬＡ

Ｎでインターネットプロトコル

を伝送交換するピカラ光でん

わ契約者向けの機能をいい

ます。 

 

基本額 

 
ピカラ光でんわ 
を利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）ピカラ光でんわ 

については、別途、 
ピカラ光でんわ契約 
が必要です 

「10Gb/s」 

１の機

器ごと 
無料 「1Gb/s」 

「100Mb/s」 
(ﾌﾟﾗﾝ 2-2B) 

「100Mb/s」 
(ﾌﾟﾗﾝ 2-2B以外) 

１の機

器ごと 

200 円 
（税込 220 円） 

内容 

ア 当社は、品目が10Gb/s、1Gb/s又は100Mb/s（ただし、プラン2-2Bに限ります。）のピカラ光ねっと契約者に、１の契約

者回線等につき１の機能を提供します。 

イ 品目が100Mb/s（ただし、プラン2-2Bを除きます。）のピカラ光ねっと契約者は、無線ＬＡＮ対応ルータ機能の利用を請求

することができます。 

ウ 本機能は、当社がピカラ光でんわ契約者に対して設置する無線ＬＡＮ対応ルータ機能を有する光電話アダプタ又は無線LAN

対応ルータにより提供します（ピカラ光ねっとのみ利用している場合は、別途、ピカラ光でんわ契約が必要となります）。また、

「10Mb/s」の品目を利用している場合、ピカラ光でんわを提供していない提供区域については本機能は提供しません。 

エ 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により本機能が正常に利用できなくなった場合、当社の責任において修

理又は取替え等の対応を行うものとします。 

オ ピカラ光ねっと契約者は、本機能の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。 

カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。 

キ 本機能におけるその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 
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第３表 事務手数料等 

１ 適用 

手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。 

区 分 内 容 

（１）事務手数料等に係る料金の 
適用 

ア ピカラ光ねっと契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適

用します。 

イ ピカラ光ねっと契約者からの請求により、付加機能の内容の開始、変更又は廃止

を行う場合は、ピカラ光ねっと契約者は２（料金額）に規定する手数料の支払いを

要します。 

ウ ピカラ光ねっと契約者からの請求により、端末交換等を行う場合、ピカラ光ねっ

と契約者は２（料金額）に規定する手数料の支払いを要します。 

（２）事務手数料等の適用除外又は
減額等 

ア 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定

めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適

用することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３表 事務手数料等 

１ 適用 

手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。 

区 分 内 容 

（１）事務手数料等に係る料金の 
適用 

ア ピカラ光ねっと契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適

用します。 

イ ピカラ光ねっと契約者からの請求により、品目の変更及び付加機能の内容の開

始、変更、又は廃止を行う場合は、ピカラ光ねっと契約者は２（料金額）に規定す

る手数料の支払いを要します。 

ウ ピカラ光ねっと契約者からの請求により、端末交換等を行う場合、ピカラ光ねっ

と契約者は２（料金額）に規定する手数料の支払いを要します。 

（２）事務手数料等の適用除外又は
減額等 

ア 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定

めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適

用することがあります。 
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２ 利用料の額 

第１ ノートン セキュリティ オンライン利用料 

種類 単位 料金額 [月額]（税込） 

ノートン セキュリティ  

オンライン 

株式会社ノートンライフロックが提供する「ノート

ン セキュリティ オンライン デラックス」の５

台版ユーザライセンスを、当社を通じて販売するサ

ービスをいいます。 １のＰＩＮコード 無料 

内容 

ア 当社は、品目「1Gb/s」「100Mb/s」のピカラ光ねっと契約者にノートン セキュリティ オンラインを提供しま

す。 

イ 1 のピカラ光ねっと契約につき、1 のＰＩＮコードを提供します。 

ウ その他提供条件については、株式会社ノートンライフロックとお客さまとの使用許諾契約に準じます。 

エ 利用開始にあたり、ＰＩＮコードの発行申請が必要となります。 

オ ＰＩＮコードの発行申請にあたり、当社所定の方法以外でお客さまがその発行を受けたとき、1 の申請毎に事務手

数料（Ｋ）として 1,000 円（税込 1,100 円）を適用します。 

カ 発行したＰＩＮコードは、発行申請日より 2 年後の同月末までに使用されない場合に無効となり、利用開始にあた

っては、再度発行申請が必要となります。 

キ 当社は、このサービスの利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。お客さまが株式会社ノート

ンライフロックの使用許諾契約に反したことにより第三者に損害を与えた場合も含みます。 

ク 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、キの規定は適用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用料の額 

第１ ノートン セキュリティ オンライン利用料 

種類 単位 料金額 [月額]（税込） 

ノートン セキュリティ  

オンライン 

株式会社ノートンライフロックが提供する「ノート

ン セキュリティ オンライン デラックス」の５

台版ユーザライセンスを、当社を通じて販売するサ

ービスをいいます。 １のＰＩＮコード 無料 

内容 

ア 当社は、品目「10Gb/s」「1Gb/s」「100Mb/s」のピカラ光ねっと契約者にノートン セキュリティ オンライン

を提供します。 

イ 1 のピカラ光ねっと契約につき、1 のＰＩＮコードを提供します。 

ウ その他提供条件については、株式会社ノートンライフロックとお客さまとの使用許諾契約に準じます。 

エ 利用開始にあたり、ＰＩＮコードの発行申請が必要となります。 

オ ＰＩＮコードの発行申請にあたり、当社所定の方法以外でお客さまがその発行を受けたとき、1 の申請毎に事務手

数料（Ｋ）として 1,000 円（税込 1,100 円）を適用します。 

カ 発行したＰＩＮコードは、発行申請日より 2 年後の同月末までに使用されない場合に無効となり、利用開始にあた

っては、再度発行申請が必要となります。 

キ 当社は、このサービスの利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。お客さまが株式会社ノート

ンライフロックの使用許諾契約に反したことにより第三者に損害を与えた場合も含みます。 

ク 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、キの規定は適用しません。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２２年２月１日から実施します。ただし、料金表 第 1表 料金 １適用（１）

品目及び種別等に係る料金の適用における 10Gb/s品目の提供開始は、２０２２年７月１日以降とします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（特例措置） 

３ 別記１（１）の提供区域において、２０２２年２月１日から２０２２年４月３０日までの間に、光ネッ

トサービス契約（品目が 1Gb/sのものに限る）の新規契約を行った光ネットサービス契約者には次の特

例措置を実施します。 

（１） 料金表における定額利用料、機器のレンタル料及び附帯サービスに関する料金（ただし、かけつけサポ

ートサービス利用料及び初期設定サービス利用料を除く）について、光ネットサービス契約の定額利用

料が課金される月から１ヶ月に限り、0円とします。 

（２） 他の減額措置により、光ネットサービス契約の定額利用料が減額される場合は、他の減額措置が終了

する翌月から（１）の特例措置を実施します。 

４ ３の特例措置について、光ネットサービス契約の新規契約を行った日を含む月から数えて６ヶ月以内にピカ

ラ光ねっとの提供を開始しなかった場合は適用しません。 

 

５ 別記１（１）の提供区域において、２０２２年２月１日から２０２２年６月３０日までの間に、光ネッ

トサービス契約（品目が 1Gb/sのものに限る）の新規契約と同時に 1Gb/s品目から 10Gb/s品目への変更

の請求を行ったピカラ光ねっと契約者には、次の特例措置を実施します。 

（１） 光ネットサービス契約（品目が 10Gb/sのものに限る）の料金額は、以下のとおりとします。 

(ア) プラン１（ホーム）タイプⅠの料金額は、課金される月から１２ヶ月に限り、基本額から 1,500

円を減額し、5,200円（税込 5,720円）とします。 

(イ) プラン２－１（マンションオール光タイプ）の料金額は、課金される月から１２ヶ月に限り、基本

額から 1,500円を減額し、4,000円（税込 4,400円）とします。 

（２） 他の減額措置により、光ネットサービス契約の定額利用料が減額される場合は、他の減額措置が終了す

る翌月から（１）の特例措置を実施します。 

（３） （１）の適用期間中に他の品目に変更した場合、又は光ネットサービスの利用の一時中断、利用停止又

は利用休止があった場合は、（１）の特例措置の実施を中断します。 

（４） 品目変更（ただし、1Gb/s品目から 10Gb/s品目への変更に限る）に係る手数料（契約事務手数料 2,000

円（税込 2,200 円）及び品目変更手数料 1,000円（税込 1,100 円））3,000円（税込 3,300 円）及び

回線終端装置工事費 7,000円（税込 7,700 円）を初回のみ 0円とします。 

（５） 品目変更（ただし、10Gb/s品目から 1Gb/s 品目への変更に限る）に係る手数料（契約事務手数料 2,000

円（税込 2,200 円）及び品目変更手数料 1,000円（税込 1,100 円））3,000円（税込 3,300 円）及び

回線終端装置工事費 7,000円（税込 7,700 円）を初回のみ 0円とします。 

 

６ 別記１（１）の提供区域において、２０２２年２月１日から２０２２年６月３０日までの間に、光ねっ

と契約者（ただし 1Gb/s品目を提供中に限る）が 1Gb/s品目から 10Gb/s品目への変更の請求を行い、か

つ 10Gb/s品目への切替工事が完了した場合には次の特例措置を実施します。 

（１） 品目変更（ただし、1Gb/s品目から 10Gb/s品目への変更に限る）に係る手数料（契約事務手数料 2,000

円（税込 2,200円）及び品目変更手数料 1,000円（税込 1,100円））3,000円（税込 3,300円）及び回線

終端装置工事費 7,000円（税込 7,700円）を初回のみ 0円とします。 

（２） 品目変更（ただし、10Gb/s品目から 1Gb/s 品目への変更に限る）に係る手数料（契約事務手数料 2,000

円（税込 2,200 円）及び品目変更手数料 1,000円（税込 1,100 円））3,000円（税込 3,300 円）及び

回線終端装置工事費 7,000円（税込 7,700 円）を初回のみ 0円とします。 

 


